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者
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介

平
成
十
八
年
六
月
十
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日
提
出

質

問
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号

都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
に
お
け
る
ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
に
お
け
る
ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
四
月
一
日
の
ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
伴
い
、
預
金
保
険
に
よ
る
全
額
保
護
の
対
象
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
「
決
済
用
預

金
」
等
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
地
方
自
治
法
の
趣
旨
も
踏
ま
え
た
公
金
の
確
実
か
つ
有
利
な
管
理
・
運
用
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
、
各
地
方
自
治
体
に
お
け
る
ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
向
け
た
適
切
な
対
処
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
決
済
用
預
金
の
活
用
」
を
実
施
ま
た
は
検
討
し
て
い
る

都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前

二

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
運
用
商
品
の
変
更
や
分
散
」
を
実
施
、
検
討
し
て
い
る

都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前

三

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
預
金
と
借
入
を
相
殺
で
き
る
取
引
」
を
実
施
、
検
討
し

て
い
る
都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前

四

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
預
け
先
金
融
機
関
の
変
更
」
を
実
施
、
検
討
し
て
い
る

都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前

一



五

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
預
け
先
金
融
機
関
の
分
散
」
を
実
施
、
検
討
し
て
い
る

都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前

六

ペ
イ
オ
フ
解
禁
へ
の
対
応
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日
時
点
で
、
「
そ
の
他
の
対
策
」
を
実
施
、
検
討
し
て
い
る
都
道
府
県

お
よ
び
市
町
村
の
数
、
名
前
と
そ
の
具
体
的
な
内
容

七

昨
年
五
月
十
七
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
で
当
方
が
行
っ
た
ペ
イ
オ
フ
解
禁
に
関
す
る
質
問
お
よ
び
本
年
三
月
十
五

日
の
自
治
政
策
課
に
対
す
る
資
料
請
求
へ
の
総
務
省
の
対
応
状
況

右
質
問
す
る
。

二


